
児
童
課
1
66
◆

1
1
0
7

認
可
外
保
育
施
設
入
所
の

第
3
子
以
降（
3
歳
未
満
児
）

の
保
育
料
を
補
助
し
ま
す

就
労
と
育
児
の
両
立
支
援
の
た

め
、
保
育
料
を
補
助
し
ま
す
。

対
象
施
設　
お
ひ
さ
ま
キ
ッ
ズ
、

光
の
園
、
そ
の
他
事
業
所
内
託

児
施
設
な
ど

対
象
者　
次
の
す
べ
て
に
該
当
し

て
い
る
保
護
者

①
世
帯
で
18
歳
未
満
の
児
童
を
3

人
以
上
養
育
し
て
い
る

②
第
3
子
以
降
の
3
歳
未
満
児
を

施
設
に
入
所
さ
せ
て
い
る

③
就
労
し
て
い
る
な
ど
、
市
の
保

育
園
の
入
所
基
準
を
満
た
し
て

い
る

補
助
金
額　
保
護
者
が
対
象
施
設

に
支
払
っ
た
保
育
料（
上
限
月

額
5
万
3
千
円
）

※
詳
し
く
は
、
児
童
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
課
1
66
◆

1
1
0
8

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

市
遺
児
手
当
の
3
月
期
支
払
分

（
10
月
〜
3
月
分
）
を
3
月
30
日

㈮
以
降
に
受
給
者
指
定
の
金
融
機

関
に
振
り
込
み
ま
す
。
確
認
し
て

お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
4

土
地
・
家
屋
価
格
等

縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

縦
覧
期
間　
4
月
2
日
㈪
〜
5
月

31
日
㈭

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15

分

　
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
税
務
収
納
課（
本
館

1
階
）

縦
覧
で
き
る
人

○
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
納

税
者
お
よ
び
同
居
の
親
族

○
納
税
管
理
人

※
代
理
の
場
合
は
委
任
状
が
必

要
。
法
人
の
場
合
は
代
表
者
印

縦
覧
に
必
要
な
も
の　
本
人
確
認

で
き
る
も
の（
運
転
免
許
証
、

住
民
基
本
台

帳
カ
ー
ド
、

パ
ス
ポ
ー
ト

な
ど
公
的
機

関
が
発
行
し

た
写
真
付
き

身
分
証
明
書
）

下
水
道
課
1
66
◆

1
1
4
0

公
共
下
水
道

供
用
開
始
区
域
の
縦
覧

次
の
区
域
は
3
月
31
日
か
ら
下

水
道
が
利
用
で
き
ま
す
。

関
係
図
書
の
縦
覧

【
単
独
公
共
下
水
道
】

鹿
島
町
柴
崎
・
ド
ド
メ
キ
、
形

原
町
亀
井
・
中
戸
甫
井
・
東
根

崎
・
港
町
、西
浦
町
一
木
・
川
東
・

北
馬
相
・
北
門
戸
・
中
屋
敷
・

西
馬
相
・
馬
々
崎
・
東
一
木
・

南
馬
相
・
龍
田
の
各
一
部

縦
覧
期
間　
3
月
16
日
㈮
〜
30
日

㈮午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

縦
覧
場
所　
下
水
道
課（
本
館
2

階
）

区
画
整
理
課
1
66
◆

1
1
7
5

土
地
区
画
整
理
事
業
計
画

変
更
の
縦
覧

蒲
郡
市
蒲
郡
羽
栗
池
東
土
地
区

画
整
理
事
業
計
画
変
更
の
縦
覧
を

行
い
ま
す
。

縦
覧
期
間　
3
月
1
日
㈭
〜
14
日

㈬午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時

※
土
・
日
曜
日
も
行
い
ま
す
。

縦
覧
場
所　
区
画
整
理
課（
本
館

3
階
）

◆
意
見
書
の
提
出

こ
の
案
に
意
見
の
あ
る
利
害
関

係
者
は
愛
知
県
知
事
に
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

提
出
期
限　
3
月
28
日
㈬

　市では、平成18年4月から指定管理者制度を導入しています。
　この制度により、公の施設の管理を民間事業者などに委託することが可能となりました。
　3月末に3年の指定期間が満了する施設のうち、勤労青少年ホームを除く施設について、引き続き指定管理者による
管理運営を行うため、昨年7月から8月にかけて指定管理者を募集し、次のとおり決定しました。

No. 施　設　名 指定管理者団体名 指定期間
1 中部市民センター 蒲郡市中部市民センター管理委員会

平成24年4月1日～25年3月31日
2 南部市民センター 蒲郡市南部市民センター管理委員会
3 竹島水族館 蒲郡市都市施設管理協会 平成24年4月1日～29年3月31日
4 ユトリーナ蒲郡 株式会社愛知スイミング 平成24年4月1日～27年3月31日
5 勤労福祉会館 社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会 平成24年4月1日～29年3月31日

6 大塚デイサービスセンター、
三谷デイサービスセンター 社会福祉法人不二福祉事業会

平成24年4月1日～27年3月31日
7 老人福祉センター寿楽荘 社会福祉法人蒲郡市社会福祉協議会
8 生きがいセンター 社団法人蒲郡市シルバー人材センター
9 図書館 特定非営利活動法人ブックパートナー

10 公園グラウンド 特定非営利活動法人
蒲郡アスリートコミュニケーションズ

指定管理者が決まりました 行政課 ☎66◆1155
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